
加盟 (準カロ盟及び協力)団体代表者 殿

スポーツ指導者の指導対応について (通知)            .

平素より本会諸事業に対し、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げま九

さて、既にご承知のことと存じますが、昨年 12月 、大阪市立高校 2年生男子生徒が所属す

るバスケットボール部顧間の男性教諭から体罰を受けた翌日に自殺 したという報道がありま

した。

これら下連の報道により、青少年スポーツ指導の現場において、「体罰」という暴力行為が

日常的に行われていた現状が明ら力ヽ こなってきました。

本会及びJOCにて公表した「スポーツ宣言日本」において、「スポーツに携わる者は、自

らの尊厳を相手の尊重に委ねる相互尊敬であるというスポーツの価値を自覚すること」と謳わ

れており、文化としてのスポーツの重要l■を提言しております。

また、本会では「公益財団法人日本体育協会及びカロ盟団体における倫理に関するガイ ドライ

ン」を制定し、スポーツ指導者をはじめとするスポーツ関係者の身体的・精神的暴力行為等を

禁止するとともに、加盟団体に対し、本ガイドラインに基づき、倫理に関する規程の整備や倫

理委員会の設置などの体制整備をお願いしているところであります。

今回、スポーツ指導の現場で行われた暴力行為は、スポーツ界として、スポーツの文化的意

義と価値を損ねる重大な事態であることを認識し、今後、こういつた行為を三度と生じさせな

いよう本会及びカロ盟団体が意思を明確に示し、暴力行為などの根絶に努めなければなりません。

つきましては、貴団体におかれましては、スポーツ指導者はもちろんのこと、役職員及び全

ての関係者に対し、スポーツを指導する際に問題解決の手段として、暴力行為を禁ずるなど責

任ある行動と自覚をもつよう指導 f徹底方お願いするとともに、本ガイ ドラインの周知徹底及

び整備を併せてお願い申し上げます。

記

1.添付資料 :

。「公益財団法人日本体育協会及びカロ盟団体における倫理に関するガイドライン」

・「公益財団法人日本体育協会役職員倫理規程」

2.問い合わせ先

公益財団法人日本体育協会 総務部総務課

TEL:03‐ 3481‐ 2200 朧 :03‐ 3481‐2284

E‐mail:sol17nDiapan‐ spol・ ts.o■ ip


